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	１　金融円滑化に関する方針の概要
	(1) 「金融円滑化管理方針」を平成22年1月27日に定め、当該措置の実施に関する方針を明記しました。
	(2) 上記１にあわせて、「地域金融円滑化のための基本方針」を平成22年1月29日に定め、当金庫の取組方針などを、ホームページ上で公開しました。
	(3) 「金融円滑化管理規程」を平成22年1月27日に定め、金融円滑化に係る体制を明記しました。

	２　金融円滑化に係る取組み状況を適切に把握するための体制の概要
	(1) 平成22年1月27日に定めた「金融円滑化管理規程」に、金融円滑化管理に係る報告体制を明記しました。
	(2) 平成22年2月2日に「金融円滑化マニュアル」を制定し、貸付条件の変更等の相談・申込み時における記録の作成・保管及び報告に関する手続き等について明記しました。

	３　金融円滑化に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要
	４　中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

